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名張市の県行造林におけるＪ－クレジット創出

○名張市国津県行造林
・森林面積：222.99ha
・林層：スギ・ヒノキ人工林
・プロジェクト期間：R5.5.2～R14.3.31

令和６年度のクレジット認証量
899t-CO2
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○Ｊ－クレジットの創出に必要となる手続き
森林管理に関する事業を「プロジェクト計画書」として登録し、登録を行った翌年度
から活動状況の「モニタリング」結果を報告し、承認を受ければクレジットが創出される

Ｊ－クレジットの創出までに必要となる手続き
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決まった計量器がなければ
想定される代表機器に等をつける

計量器を使わない場合は、
「〇〇が実施した航空機からの
レーザ測量データを活用し」と記載
公共測量の助言番号、HPの記述、業務報告書等
を活用し、1m2あたり4点以上を証明

航空レーザ測量の成果を利用する場合、
得られたデータ全てを利用するのでなく、
異常値を棄却するとともに、レーザ成果が
上層木の情報であるため、林分収穫表に
おいてもそれに関連した地位指数であること
を記述する必要がある。

「モニタリング」とは、Ｊ－クレジット制度における吸収量及び排出量を算定するために必要
なデータの取得方法を定めたもの（森林管理プロジェクトの場合、３８項目）、申請時には、各
項目ごとのデータ取得方法を記載する必要がある。

Ｊ－クレジット制度における「モニタリング」とは

5



今回の申請にあたり、事前準備やスマート技術の活用による省力化を図ることができるモニタ
リング項目を下記にピックアップした。

①森林施業が実施された森林の面積
・補助金受給して実施した森林施業の場合、
認定書等により証明可能
・補助金受給の証明ができない森林施業の場合、
現地測量が必要
○コンパス測量

OR
○GNSS測量（県で実施）

②森林の施業の実施状況
・森林簿の施業履歴、伐採造林届、補助事業の
関係書類等が必要

③森林の保護の実施状況
・現地状況（立木・林地等の被害状況）を確認した業務日誌が必要（県で実施）

④地位等による階層
・「モニタリングエリアグループ」を設定（30haごとに対象区域をグループ分け）
○１グループごとにモニタリングプロット（30m×30m）を設定し、現地調査を実施

OR
○１グループごとにレーザ測量成果を活用し調査を実施（県で実施）

ポイントとなる「モニタリング」とスマート技術活用による省力化
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①森林施業が実施された森林の面積（補助金受給の証明ができない場合の現地測量）

○コンパス測量
・測量人数：２人以上（測量器側と反射板側）
・測量手法：測点間を測量器具により測定
・測量結果：射距離と方位角
・精度管理：周囲測量による閉合差（5/100）

○GNSS測量
・測量人数：１人以上（測量器）
・測量手法：測点の位置を観測
・測量結果：座標値（緯度、経度）
・精度管理：座標値の誤差が３m以内

■GNSS測量のメリット
・測点間の視通確保が不要
・順不同での観測が可能
・短期間で広範囲の測量が可能

県で実施

■観測手法
受信衛星数：４以上
１分間のエポック数：３０以上
XYの標準偏差：3m以内
HDOP：数値を小さく（理想：１以下）

■GNSS測量とは
測点において複数の衛星電波を同時に受

信・観測し、測点ごとの緯度、経度を記録
することで、位置を特定する測量手法です。
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今回使用した測量器具：SmartSOKURYO POLE



GNSS測量【今回使用した測量器具（SmartSOKURYO POLE）のその他の機能②】

■現地で地図を見ながら観測が可能
■地図にラスタやポリゴンの搭載が可能
■測点を観測した時点で場所の確認が可能
■現場で測点の編集や再測定が可能
■一緒に林況写真等の撮影も可能

C11

8



GNSS測量【今回使用した測量器具（SmartSOKURYO POLE）のその他の機能①】

■観測後その場で精度確認が可能
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・GNSS測量のメリット（測点間の視通確保が不要）

周辺が目視できない箇所（図１、写真１）や
測点間が離れている箇所（図２、写真２、３）
でも前後の測点を気にすることなく、測点杭の
設置や観測を実施することが可能

図１ 写真１（A地点）

A地点

図２

Ｂ地点

Ｃ地点

写真２（Ｂ地点） 写真３（Ｃ地点）

10



・GNSS測量のメリット（順不同での観測が可能）

：令和5年11月21日に観測
：令和5年11月24日に観測

：令和5年11月13日に観測

測点ごとに観測を行っている
ため、観測日が違っていても、
問題なし。
とっておくべき測点を追加し
たりすることも可能
同一日の観測で複数人（器具

も複数台）を投入することで、
一気に測量可能
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GNSS測量成果による面積の算定【１／２】

GNSS測量成果

QGISにデータを登載し、
「ベクタ」⇒「ジオメトリツール」⇒「ジオメトリ属性の追加」
対象とする測量データ（「GPX」や「shape」）に「xcoorde」「ycoode」の
情報を追加する（日本測地第６系をベースに作成）
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「測点を結ぶことで面となること」、「結んだ
測点が順番どおりであること」を確認のうえ、
x【no691】×(y【no692】－y【no690】)／2
＝面積【no691】
【no692】～【no564】の面積を小計し図面の
面積を算定

GNSS測量成果による面積の算定【２／２】
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・GNSS測量のメリット（短期間で広範囲の測量が可能）

・測量面積 ：約210 ha
・測量延長 ：18.9km
・測量観測点数 ：721点
・実際の測量日数：7日
・測量の総人工数：16人
・実際の測量時間：46時間

○総人工数から測量延長を割り、
1㎞あたりの人工数を算定

0.845人/km

○実際の測量時間を1人あたりの
1日の労働作業時間（8時間）で割
り、そこから測量延長を割った場
合の1㎞あたりの人工数を算定

0.304 人/km 

〇今回のGNSS測量による総人工数
5.746人

治山事業の積算要領における周囲測量（コンパス）
の外業人工数 3.65人/km

〇今回の延長をコンパス測量した場合の総人工数
68.985人 14

今回のGNSS測量においては、
測量人工を１０分の１以下に縮減
普通作業員として換算した場合、
全体で１３０万円以上のコスト縮減



③森林の保護の実施状況（現地状況を確認した業務日誌の作成）

巡視者印 管理者印

作業日 天候

境界の状況

立木被害

林地被害

工作物被害

※写真については、モニタリング・算定規定に基づき撮影および保存を行う。

業務日誌

年　　　　月　　　　日

巡視箇所

その他特記事項

○森林の保護の実施
・境界確認及び森林の巡視
⇒業務日誌等の記録を用いて証明

県で実施

○巡視に関する業務日誌の作成
・実施時期の記録（作業日）
・対象林分の記録（巡視箇所）
・実施内容の記録（境界、被害状況等の確認）
※天然林の場合は写真が必須

・スマートフォンにて現地状況を撮影
・撮影記録や巡視区域図をもとに業務日誌を作成
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今回使用したアプリ
：LivMap（リブマップ）



・森林の保護の実施状況の記録（スマートフォンにて現地状況の撮影）

スマートフォンにて現地状況を撮影した場合、撮影
端末の情報(GPS機能、日時設定)に基づき、座標値や
撮影日時が記録される。

撮影情報をもとに日誌の作成を行う。
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・森林の保護の実施状況の記録（撮影記録や巡視区域図をもとに業務日誌を作成）

・アプリ（リブマップ）を活用することでより効率化
■自分の位置を森林計画図上で確認できる（通信圏外でも利用可能）
■移動ログの記録（実際の巡視範囲の明示）
■グループ間での即時情報共有（通信圏内）（複数人で広範囲を巡視可能）
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④地位等による階層（モニタリングエリアグループを設定）

「モニタリングエリアグループ」とは
地形や林層が類似し、地理的にまとまった小班（森林を所有者及び林況や施業体系により分け
た区域）を３０ha以内でグループ化したものであり、以下の条件を守って設定する必要がある。
・同一樹種の小班で構成
・地形の類似（尾根筋や小流域等）した小班かつ、できるかぎり近接した小班同士で構成
・地位決定の際の林齢は１グループ内の最高林齢とする
・混交林（スギ・ヒノキ）となっており、小班の分割ができない場合は、吸収量の保守的な
数値の推計ができる樹種を小班の樹種とする。

1 2

3

43
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④地位等による階層（地位決定にあたっての調査）

○１グループごとにモニタリングプロットを設定し、現地調査を実施
・グループごとにプロットを１箇所設定
・プロットは地形、林層、樹種の生育特性を考慮して設定
・プロットは１辺の長さが最大樹高以上必要（約30m程度）
・プロット内で毎木調査を実施
（樹種、立木本数、胸高直径、選択木の樹高を調査）

○１グループごとにレーザ測量成果を活用し調査を実施
・１㎡当たりの照射点数４点以上のレーザ測量成果により解析した単木の樹高データを使用
（第３者審査の際に精度の証明を求められる可能性がある）
・グループ内の単木樹高データから平均樹高を算定

県で実施
レーザ測量成果を活用した調査によるメリット
・データ管理がしやすい
・現地調査労務の省略

30m
30m

「地位」とは
森林の存在する土地の土壌や尾根・谷などの地形、降水量や気温などの環境要因
の違いにより発生する成長量の良し悪しを示す数値、地位は
基本的に林齢と平均樹高から決定することになります。
地位決定にあたっては、モニタリングエリアグループごとに
以下のいずれかの手法により調査を実施します。
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レーザ測量成果の解析結果が４点／m2を証明するための対応

基本的に公共測量であれば、レーザ測量を実施した際の業務報告書において、
計測点数密度点検を実施しているはずであり、その結果が報告書に記載されて
いる可能性が高いため、それを証明書類とする。
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1.0mメッシュの格子内に４点以上存在するかを判定
し、欠損率（欠損メッシュ／範囲内の全メッシュ）
が15%以下となるよう照査を行っている必要がある



クリック

該当箇所が４点/m2であることを明記

Mie Click Maps for 三重県森林ページにて明記

４点／m2を証明することのできるデータの公表（三重県の場合）
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・レーザ測量成果を活用した調査によるメリット（データ管理がしやすい）

レーザ測量成果については、位置情報を持つため、GISシステムを活用することで、データを
視覚的に確認したり、まとめて管理することが可能であるとともに、GISシステムの編集機能を
活用することで、モニタリングエリアグループごとに分けてデータを管理・保管・出力できる。

・スギ・ヒノキの単木データを地図上に表記
・黒点線が小班界
・赤線がモニタリングエリアグループ

・単木ごとにモニタリンググループ番号を
一括で設定することが可能
・エクセルとしてすべてのデータを出力し
平均樹高等の集計が可能
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・モニタリンググループ及び樹種ごとに樹高を集計
・「=STDEV.P(E2:E11554)*2」2σを算定
・「（全体の樹高平均）－（2σの算定値）＜T_H＜全体の樹高平均）＋（2σの算定値）」の
範囲外を棄却し、再度樹高平均を算定する
・算定した樹高平均と「三重県スギ人工林林分収穫表」より地位区分を決定
・地位が３未満になるようであれば、換算係数を算定

前生木の混交を鑑みて樹高の2σを超える樹高となる対象木を棄却する

H 22.71533 地位指数(SI)
Ht1=a*(1-b*exp(c*t1) 18.06744 SI=H*Ht1/Ht2
t1 40 21以上 1
Ht2=a*(1-b*exp(c*t2) 27.5774 18以上21未満 2
最高齢林分(t2) 80 15以上18未満 3
a 50.36 地位区分 3未満
b 0.9089 地位区分３樹高（Hd=Ht2*SI/Ht1） 22.9
c -0.008721 換算係数（H/Hd) 0.99214

14.88

スギ
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地位が３未満になった場合の換算係数の取扱い

・Ｊ－クレジット制度の申請様式において必要事項を入力すれば自動計算される「単位面積当
たりの年間幹材積成長量△TrunkSC,i(m3/ha)」において、換算係数の数値を踏まえれるよう数式
を変更する。
・換算係数により少なくなった成長量で算定 24



・レーザ測量成果を活用した調査によるメリット（使用したGISについて）
○編集に使用したGIS（QGIS）

■フリーソフト
■データの登載、外部出力が可能
■登載データの検索、抽出が可能
■登載データの様々な加工、解析が可能
■登載データはすべて自分で用意

○管理に使用したGIS（三重県森林資源管理システム）

「QGIS」ホームページから抜粋（URL：https://qgis.org/ja/site/）

■三重県に申請いただくと5500円/年で
利用可能
（市町の場合、登載データ内容や使用
機能が異なるため、25.2万円/年）

■データの登載、外部出力が可能
■登載データの検索、抽出が可能
■初期状態で様々な登載データ有り
・地形図
・航空写真・衛星写真
・森林計画図・森林簿（個人情報抜き）
・レーザ測量成果
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・レーザ測量成果を活用した調査によるメリット（現地調査労務の省略）

今回の場合、既存のレーザ測量成果を活用することができれば、
約70人分の労務人工を省略

普通作業員として換算した場合、全体で１４０万円以上のコストを省略できる

○１グループごとにモニタリングプロットを設定し、現地調査をすると仮定した場合
・モニタリングプロットの大きさは１辺の長さが最大樹高以上必要（約30m四方程度）
・モニタリングプロット内で毎木調査（樹種、立木本数、胸高直径、選択木の樹高）
・治山事業の積算要領における標準地調査（10m×10m）における外業人工数 0.74 人/箇所
・モニタリングプロット（30m×30m）の調査を想定した場合 0.74×9 ＝ 6.66人/プロット
・今回の対象区域におけるモニタリングエリアグループ数（10箇所）の場合 6.66×10 ＝ 66.6人

10m

10m

30m

0.74
人/箇所

30m

26



まとめ

・認証には、モニタリング報告のための現地調査等が必要

・現地調査等がスマート技術により約１３０人工削減できた。

今後について
・Ｊ－クレジットの販売とその結果の検証
・ノウハウの普及・展開

ご清聴ありがとうございました。

Ｊ－クレジットの創出においては、経費削減を行うのであれば、スマート
技術の活用が必須であり、Ｊ－クレジットの活用促進が進むことで、林業
におけるスマート技術の導入も一層進むことが想定されます。
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